
長岡京市議会基本条例 

 

市議会は、市民の直接選挙により選ばれ

た代表である議員の合議体であり、首長と

共に地方政治の制度として日本国憲法に定

められた二元代表制の一翼を担う存在です。

われわれ長岡京市議会には、市民の付託に

応えるとともに、その機能を存分に発揮し、

時代に応える議会のあり方を、常に模索す

る責務があります。 

このため本市議会は、執行機関の監視及

び評価機能の充実はもとより、開かれた議

論の場として自由かっ達な討議を行うこと

により、市政の課題を的確に把握し、積極

的な政策立案や政策提言を行っていかなけ

ればなりません。 

したがって、このような認識のもと、市

民とともに歩むより開かれた議会を構築し

ていくことを決意し、ここに議会が果たす

べき役割と責務の重さを深く自覚し、市民

の付託と信頼に全力で応えていくことを誓

い、この条例を制定します。 

 

第１章 総則 

 

（目的）  

第１条 この条例は、地方自治の本旨に基

づき、長岡京市議会（以下「議会」とい

います。）の運営についての基本理念を明

らかにするとともに、議会及び長岡京市

議会議員（以下「議員」といいます。）の

活動原則と、議会と市民及び市長その他

執行機関（以下「市長等」といいます。）

との関係並びに基本的な事項を定めるこ

とにより、議会と市長の二つの代表機関

による市の運営において、議会の権能を

最大限に発揮しながら、市民の信託に的

確に応え、市民に開かれた市民を代表す

る合議制の機関として、議会の権能の発

展及び機能の強化を目指し、市民福祉の

増進及び長岡京市の発展を図ることを目

的とします。 

（議会と議員の責務） 

第２条 議会及び議員は、この条例及び議

会に関する他の条例、規則などを遵守し

ます。 

 

第２章 議会と議長及び議員の活動原則 

 

（議会の活動原則） 

第３条 議会は、市民の信託を受けた議員

によって構成される市民の代表機関とし

て、市民の意思を的確に把握し、その反

映を図りつつ必要な意思決定を行うこと

により、市民全体の福祉向上及び長岡京

市の発展に取り組むことを使命とします。 

２ 議会は、市民に開かれた議会運営と市

民への積極的な情報の提供により、議会

の透明性の向上及び市民からの信頼の確

保に努めます。 

３ 議会は、議決機関という自覚のもと、

市政運営の状況監視と、市政が抱える課

題及び市長等の事務事業の執行状況等を

踏まえ、政策立案及び政策提案を行いま

す。 

４ 議会は、言論の府であることを自覚し、

自由な討論の場を目指します。 

（議長の活動原則） 

第４条 議長は、議会を代表し、議会運営

にあっては中立公正を旨とします。 

（議員の活動原則） 

第５条 議員は、市民から信託された市民

の代表者として、常に不断の資質向上に

努め、市民の多様な意見を的確に把握し、

市政に反映させ、市民全体の福祉向上及

び長岡京市の発展に取り組むことを使命

とします。 

２ 議員は、市民の信託に応えるため、市

民の意思及び市政が抱える課題を的確に

把握し、積極的に政策の提案及び提言を

行うとともに、市民への市及び議会の情



報の積極的な提供に努めます。 

３ 議員は、言論が議会制度の根幹である

ことを自覚し、議員間の自由討議を推進

します。 

 

第３章 市民と議会の関係 

 

（市民参加と市民との連携） 

第６条 議会は、議会に対する市民の関心

を高めるため、また市民への情報公開の

徹底と説明責任を果たすために、多様な

媒体を活用して、積極的な情報提供に努

めます。 

２ 議会は、本会議及び委員会等を原則公

開とします。 

３ 議会は、本会議、委員会等の論点を明

確にした審議の充実と透明性の向上のた

めに、配布資料等は傍聴人に原則公開と

します。 

４ 議会は、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）に基づき、参考人制度や公聴

会制度を活用し、市民の意見や見識を議

会の討論に反映させ、政策水準向上を目

指します。 

５ 議会は、議会への市民参画と政策提案

の拡大を図るために、多様な市民の意思

を聴くための意見交換の場を設けること

を可能とします。 

６ 議会は、委員会での請願者、陳情者に

よる趣旨説明を可能とします。 

 

第４章 議会と市長等の関係 

 

（議会と市長等の関係） 

第７条 議会は、市長等との緊張関係を保

持するため、市政に関する情報の開示に

ついて透明化を図るよう、市長等に求め

るものとします。 

（議案の説明） 

第８条 議会は、議会に提案される議案に

ついて政策水準を高めるため、背景、経

緯、根拠、関係法令、財源、経費等、関

連する資料について明らかにするよう、

市長等に求めるものとします。 

（議会の議決事項） 

第９条 地方自治法第９６条第２項の規定

に基づく議会の議決事項は、総合計画基

本構想に基づく基本計画の策定、変更等

とします。 

 

第５章 議会の運営 

 

 （本会議） 

第１０条 定例会の回数は、長岡京市議会

定例会条例（昭和３１年長岡京市条例第

８号）の定めるところによります。 

２ 定例会及び臨時会の会期及びその延長

並びに開閉に関する事項は、長岡京市議

会会議規則（昭和４８年長岡京市議会規

則第１号）の定めるところによります。 

 （委員会） 

第１１条 委員会は、市政の課題を的確に

把握し、委員会の専門性と特性を生かし

た運営に努めます。 

２ 常任委員会は、市政の課題、市長等に

よる政策の形成、事務事業の執行の状況

等に対応して機能的に開くものとします。 

３ 特別委員会は、市政の課題等に対応し

て必要がある場合に設置するものとしま

す。 

（議会改革の推進） 

第１２条 議会は、その権能を発展させる

ため、議会改革に継続的に取り組み、既

存の制度や運営の方法等について、議会

運営委員会において不断の見直しへ向け

た取組を推進します。 

 （附属機関の設置） 

第１３条 議会は、議会の機能を強化する

ために、有識者などによる議会附属機関

を設置できることとします。 

 （会派） 

第１４条 議員は、議会の活動を円滑に行



うこと等のために、会派を結成すること

ができます。 

２ 会派は、会派間の協議、調整等を行う

ことにより、円滑かつ効率的な議会運営

に努めます。 

 （他の地方議会等との連携） 

第１５条 議会は、他の地方議会等との連

携を図りながら、その権能の発展及び機

能の強化を図るための活動、研究等を行

うものとします。 

 

第６章 議会の活動基盤 

 

 （議員定数） 

第１６条 議員定数は、長岡京市議会議員

定数条例（平成１４年長岡京市条例第２

９号）の定めるところによります。 

（議員報酬） 

第１７条 議員報酬は、長岡京市議会議員

の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

（昭和３１年長岡京市条例第１１号）に

定めるところによります。 

（議員の政治倫理） 

第１８条 議員は、社会的、倫理的義務が

課せられていることを自覚し、議員の品

位を保持するため、市民の代表たる良心

と責任感を持って、不断の資質向上に努

めます。 

 （政務活動費） 

第１９条 政務活動費は、政策の立案及び

提案並びに市政に関する調査研究その他

活動に資するために交付され、長岡京市

議会政務活動費の交付に関する条例（平

成１３年長岡京市条例第１号）に定める

ところによります。 

２ 政務活動費の使途については、公正性、

透明性を確保するために公開します。 

３ 議会は、議員活動を強化するために、

政務活動費の効果的活用に努めます。 

（議員研修の充実強化） 

第２０条 議会は、議員の政策形成及び立

案能力の向上のために、議員研修の充実

強化を図ります。  

２ 議会は、議員にこの条例の理念を認識、

浸透させるため、一般選挙を経た任期開

始後速やかにこの条例の研修を行うもの

とします。 

 （議会事務局） 

第２１条 議会は、その権能の発展及び機

能の確立に向けた取組の強化並びに議会

の活動の円滑かつ効率的な実施に資する

ため、議会事務局の調査・法務機能を高

める等、機能の強化及び組織の体制整備

に努めます。 

（議会図書室） 

第２２条 議会は、議員の調査研究に資す

るため、議会図書室を設置し、図書等の

充実に努めるものとし、併せて市民への

公開や有効活用を図ります。 

 

第７章 補則 

 

 （他の条例等との関係） 

第２３条 この条例は、議会に関する基本

的事項を定める条例であり、議会に関す

る他の条例、規則等を制定し、又は改廃

するときは、この条例の趣旨を十分に尊

重します。 

 （条例の見直し） 

第２４条 議会は、市民の意見、社会情勢

の変化等を勘案し、必要があると認める

ときは、この規定について検討を加え、

その結果に基づいて、所要の措置を講じ

ることとします。 

 


